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○都市ガスは大小規模様々な209事業者が地域密着で事業を展開。

○都市ガス供給区域は国土の約５％であり、広域的なガス供給パイプラインは未整備。

○お客さま数は電力の約1/3、LPGとほぼ同数。

私営事業者

公営事業者

■都市ガス事業者の供給区域

西部ガス
2%

大阪ガス
25%

東京ガス
34%

その他
28%

東邦ガス
11%

計
359億m3

■都市ガス販売量の事業者別内訳(2011年度)

＊うち公営事業者は29事業者

事業名 お客さま件数 供給事業者数

一般ガス事業 2,900万件
（メーター取付数）

209事業者*

一般電気事業 8,389万件
（契約口数）

10事業者

（参考）
LPG販売事業 約2,400万件 21,693事業者

■お客さま件数（2012年３月末）

１．我が国における都市ガス事業の現状（１）
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１．我が国における都市ガス事業の現状（２）

○1990年以降、産業用・業務用燃料の天然ガス転換が進んだ結果、販売量が大幅に増加。
○産業用・業務用市場を中心とした天然ガス転換とコージェネレーションの普及により、1990年から
１７年間で１,４７５万トンのＣＯ２を削減に寄与。

■都市ガス販売量の推移(1970→2010年)

51%
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■産業用における熱需要の
燃料転換・コージェネによるCO2削減量

※エネルギー経済統計要覧09をもとに試算

2008～12年の京都議定書

目標達成のために必要な

削減量 7,500万ｔの２割に

相当するCO2削減

燃料転換610万ｔ‐CO2

ｺｰｼﾞｪﾈ860万ｔ‐CO2

合計1,470万ｔ‐CO2
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２．都市ガス業界のビジョン -2030年に向けた天然ガスの普及拡大- （平成23年10月27日）

○東日本大震災以降の電力需給対策・新たなエネルギーミックス等を視野に入れ、都市ガス業界が
国と一体となって天然ガスシフトの加速に取り組むビジョンを作成。

①コージェネレーション

４６０万kＷ ３,０００万kＷ

②ガス空調

１,３００万RT ２,６００万RT

③産業用熱需要の天然ガス比率

１０．７％ ２５．０％

④家庭用燃料電池

２万台 ５００万台
※LPG含む

⑤天然ガス自動車（ＮＧＶ）

４万台 ５０万台

＜期待される効果（現状比)＞

【電力需給安定】

コージェネ・燃料電池

２,５００～３,０００万kＷ
（※電力量では、国内年間総需要

の１５％程度）

ガス空調による電力ピークカット

１,３００万kＷ

【ＣＯ２削減量】

約６,２００万ｔｏｎ-ＣＯ２／年

【内需拡大（２０３０年時点）】

左記ガスシステム設備投資額

１．２～１．５兆円／年

Ⅰ．都市ガス業界概要
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製 造
・

供 給

資源開発
・

資源調達

燃料転換
・

機器開発

＜調達＞

＜流通＞

＜消費＞

１．ＬＮＧ（天然ガス）の低廉化・安定調達

３．消費段階における省エネ・節電/低炭素化
/強靭化への貢献

２．国内天然ガス供給パイプラインの整備

③産業用熱需要の燃料転換による高効率・省エネ・省CO2

⑤スマートエネルギーネットワーク（熱と電気の最適利用）の構築

④運輸部門における天然ガストラック・バスの普及

①コージェネ・燃料電池の普及拡大

②ガス空調による電力ピークカット

－天然ガスを全国大で安定的に供給するための供給インフラ

－官民連携による資源調達、資源開発戦略の構築

ビジョン実現に向けた課題の全体像

３．都市ガス業界のビジョン実現に向けた課題
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出所：総合資源エネルギー調査会総合部会（第４回会合 平成２５年６月２７日） 事務局資料

４．新たなエネルギー基本計画の検討における論点（平成25年6月27日）

○新たなエネルギー政策の確立に向け、生産（調達）・流通・消費各段階において論点を整理

Ⅰ．都市ガス業界概要



The Japan Gas Association

© 2013 The Japan Gas Association

＜参考＞日本再興戦略（成長戦略）の抜粋（平成25年6月14日閣議決定）

（１）２０３０年の在るべき姿
①クリーンで経済的なエネルギーが供給される社会 ②競争を通じてエネルギーの効率的な流通が実現する社会
③エネルギーを賢く消費する社会

（２）個別の社会像と実現に向けた取組

戦略市場創造プラン

テーマ２：クリーン・経済的なエネルギー需給の実現

個別の社会像 実現に向けた取組

① 低廉な価格で必要な時に必要な量のクリーン
なエネルギーを安心して利用できる「エネルギー
が身近で使いやすい環境」

• 再生可能エネルギー導入のための規制・制度改革等
• 浮体式洋上風力発電の推進
• 火力電源の新増設・リプレースを原則入札による効率化・透明化
• 石炭火力等の火力発電に係る環境アセスメントの明確化・迅速化
• 火力発電の技術開発支援
• メタンハイドレート等海洋資源の商業化の実現等

② 携帯電話のように、利用者がエネルギー提供
会社を自由に選び、多様なプランの中から自
分のニーズにあった選択ができる環境

• 電力システム改革の実行
• 蓄電池の技術開発、国際標準化、普及拡大
• 次世代デバイス・部素材（ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ等）研究開発・事業化

③ 機器のエネルギー消費効率を飛躍的に高め
使用方法を改善するとともに、そのネットワーク
化を通じてエネルギー消費が無駄なく最適化
される

次世代自動車等が普及し運輸部門の省エネ
が進む

エネファームを始めとするコージェネレーション
が普及し、エネルギーを余すことなく消費する

住宅・ビルは、高い断熱性能を有し、自ら使う
エネルギーを管理し水から生み出せる環境を
整備し、先進的な需給構造を作っていく

• エネルギーマネジメントにより賢い消費を実現、また、そのためのイ
ンフラ整備と規制・制度改革を進める

• スマートコミュニティの拡大、エネルギーマネジメント産業の確立
• 住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化
• トップランナー制度の適用拡充（建築材料）
• 燃料電池技術開発・低コスト化
（2030年にエネファーム530万台を市場に導入する）

• 次世代自動車の普及・性能向上支援
• 電池・充電制御等の国際標準化
• 水素供給インフラ導入支援、燃料電池自動車・水素インフラに係る

規制の見直し
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Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題
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高圧導管

ＬＰＧ
タンク

○ＬＮＧ貯槽に受け入れられたＬＮＧを組成や熱量を調整して都市ガスを製造。高圧ガスを輸送導
管（パイプライン）を通して送出し、ガバナ（整圧器）で中圧、低圧に減圧して需要家に供給。

１．都市ガス事業の製造から供給までの流れ

ガバナ ガバナ

ＬNＧ貯槽

ＬNＧ船

低圧導管

中圧導管

需 要 家導 管 網

Ｌ Ｎ Ｇ 基 地

熱量調整

ＬＮＧローリー

ローディング
アーム

サテライト基地

ＬＮＧ受入 LNG気化器

気化

Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題
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２．ガス供給パイプライン敷設工事の主な工法

開削工法

使用される場所・・・最も汎用的に用いられている。

工法の特徴・・・コストパフォーマンスが高い工法。道路上

をショベルなどにより直接掘削し、直接ガス管を吊りこみ、

設置する。

施工上の制約・・・道路上に一定の掘削幅が必要なため、

①交通量が多い道路や、②他の埋設物が輻輳している場

所では適用が難しい。

非
開
削
工
法

推進工法

使用される場所・・・河川や軌道などを横断する際よく用い

られる。

工法の特徴・・・短～中距離の施工で、曲進施工でないも

のを対象とする。立坑を掘り、推進管を地中に施工する。

その後、溶接したガス管を推進管内に送り込む。

施工上の制約・・・曲進施工が出来ず、かつ、施工距離も

１０ｍ～１０００ｍ程度の制限あり。

シールド工法

使用される場所・・・上記に適さない場所で適用される。

工法の特徴・・・推進工法に比べ長距離の施工や、曲進

施工が可能。立坑を掘り、立坑間にトンネルを施工する

（直径約２ｍ程度）。その後、このトンネルにガス管を送り

込み、トンネル内で溶接を行う。

11

Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題



The Japan Gas Association

© 2013 The Japan Gas Association12

３．国内ガス供給パイプラインの整備状況

○都市ガス事業者は、天然ガスシフトとセキュリティ向上のため、従来からガス供給パイプラインの整備
とネットワーク化に取り組んできた。更なる天然ガス利用拡大のためには、パイプラインの整備が課題。

○需要家（エネルギー使用企業）に対するアンケート調査でも、天然ガスを利用していない理由として、
ガス供給パイプラインがないという理由が多数を占めている（次頁参照）。

Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題
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＜参考＞天然ガス利用に関する企業の意識調査結果

出所：平成24年6月天然ガスシフト基盤整備専門委員会 報告書参考資料集

Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題
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４．国内ガス供給パイプラインの整備における課題

○広域的なガス供給パイプラインのネットワーク構築は、民間主導を原則とするが、国がその整備費用
削減のために規制緩和や財政税制上の支援を行うなどの適切な政策を措置することで、整備は加
速すると考えられる。

○また、民間主導のガス供給パイプライン整備の促進には、投資予見性を高めるために、需要開発と
一体的に取り組むことが必要不可欠である。

出所：平成24年6月天然ガスシフト基盤整備専門委員会 報告書参考資料集

Ⅱ．ガス供給パイプライン整備の現状と課題
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Ⅲ．コージェネレーション導入の現状と課題
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①優れた省エネルギー性

②再生可能エネルギーとの親和性
・出力安定化による導入量の拡大

（再生可能エネルギーの出力変動を

コージェネの稼動制御により調整）

・コージェネ稼動を抑制すること
で、系統電力需要（赤線）を引
上げ、 太陽光発電によって発
生する系統の余剰電力を吸収

・廃熱を有効利用することで、

高い総合効率を実現

・系統電力需要のピークカット、

平準化にも貢献

太陽光発電の出力変動

コージェネによる

出力変動補完制御

太陽光発電＋コージェネ

安定化

③電源の多重化によるエネルギーセキュリティの向上

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

・
燃
料
電
池

１．コージェネレーションの概要
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２．コージェネレーションの導入状況

○コージェネは1980年代から導入が開始され、省エネ・省コストを図る設備として導入が拡大。現
在の導入量は約950万kWで、工場や業務用施設等で幅広く活用されている。

○近年は、リーマンショック後の設備投資の冷え込みや原油価格高騰による燃料価格の上昇により、
コージェネの導入が伸び悩んでいたが、東日本大震災以降、需要家の災害対応力への意識の
高まりにより、コジェネの導入が検討されるケースも増えてきている。

出所：平成２５年６月２7日（総合資源エネルギー調査会総合部会（第4回）

Ⅲ．コージェネレーション導入の現状と課題
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３．コージェネレーションの導入施策と課題

出所：平成２５年６月２7日（総合資源エネルギー調査会総合部会（第4回）

Ⅲ．コージェネレーション導入の現状と課題
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Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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１．国内ガス供給パイプラインの整備における規制緩和等の全体図

道路種類 手続き簡略化

（間接費削減）

期間短縮

(直接費削減）

工事費削減

(直接費削減）

ＰＬ維持費用削減
（維持費削減）

港湾

一般道

河川

農地 ・

農業用道路

高速道路（新設）

道路占用料の減免

道路占用料の減免

道路占用料の減免

河川の縦断占用の緩和

占用許可要件の明確化
（道路法対象外道路における義務占用）

ガス工作物設置における
農地転用許可の不要化

新設高速道路に併せた随伴
（占用条件の明確化）

河川横断するガス導管敷設
工事の渇水期以外の施工許可

河川占用料の減免

措置済み・閣議決定済み 未措置（規制緩和） 未措置（規制緩和以外）

道路占用に関する措置充実（right of way）
（作業時間の柔軟化、常設作業帯の距離延長 等）

土壌汚染対策法に基づく
届出提出書類の簡素化

占用許可要件の明確化
（道路法対象外道路における義務占用）

ガス卸供給用のパイプラインにおける
都市計画法に基づく開発許可の不要化

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望

→平成25年度措置予定

→平成25年度措置予定
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２．ガス卸供給用のパイプラインにおける都市計画法に基づく開発許可の不要化

ＬＮＧ

＜自らLNGを輸入する一般ガス事業者＞

都市計画法第29条に基づく
開発許可申請が免除

需要家 需要家

＜他のガス事業者から卸供給を受ける
一般ガス事業者＞

都市計画法第29条に基づく
開発許可申請が免除

供給エリア

供給エリア＜卸供給用のパイプライン＞

都市計画法第29条に基づく
開発許可申請が必要

都市計画法に基づく

開発許可の不要化

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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３．河川横断するガス導管敷設工事の渇水期以外の施工許可

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

河川横断工事について、渇水期
以外の期間における施工を許可
していただきたい

＜関係法令＞

河川法第２６条

【現状・要望理由】

河川を横断するガス導管敷設工事を行う場合、河川によっては管理者から渇
水期（11～5月）での工事を指示されることがあるため、柔軟な対応を要望する。
特に、堤防の外側の立坑から河川の底を横断させ、対岸の立坑までガス管を敷
設する工法（シールド工法や推進工法）については、河川の流量による影響がな
いと考えられるため、渇水期以外における施工を認めていただきたい。

【効果】

工期が限定されないことにより早期のパイプライン敷設が可能となる。

平成25年度
措置予定

ガス管

立坑

■河川の底を横断させる工法のイメージ

シールド工法や推進工法では河川の底にパイプラインを
通過させるため、河川流量による影響がない

堤防 堤防

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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４．ガス工作物設置における農地転用許可の不要化

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望

埋設管管理施設の設置例推進工事の例（河川の場合）

埋設管管理施設

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

電力・通信事業と同様に、農地転用の
許可自体を不要としていただきたい

＜関係法令＞

農地法施行規則第18条、第32条、第
53条

【現状】

ガス工作物の設置には農地転用許可が必要であり手続きに時間を要する。

【要望理由、効果】

電力・通信事業と同様に、農地転用の許可自体を不要としていただきたい

農地転用許可が不要となれば、事前の農振除外完了も不要となるため、農振除外申請受付
までのリードタイムの短縮と農振除外申請から農地転用許可までの期間（10～11ヶ月）の短縮
が可能になる

平成25年度
措置予定
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出所：平成24年4月6日天然ガスシフト基盤整備専門委員会（第３回）

○「ライト・オブ・ウェイ」とは、「パイプラインまたは付属設備の建設・運転のために使用が必要な帯状の
土地」におけるパイプライン建設にあたり、地上権とは関係なく、ある一定の範囲内で事業者が自由
に敷設する権利のこと。

○欧州ではイギリス、ドイツ、フランス、イタリアなどでこの制度が導入されている。

＜参考＞ライト・オブ・ウェイ

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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５．コージェネレーション普及拡大における規制緩和等の全体図

（１）コージェネレーション由来の電気が取引しやすい環境整備

①コージェネレーション設備に係る専用

線での連系接続の実施

コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続をすることで、整

形された、より価値の高い電力を逆潮することが可能となる

②燃料電池等の逆潮電力の活用 燃料電池等の逆潮電力を地産地消することで、社会全体の発送電コ

ストを抑制することが可能となる

（２）電気事業制度運用改善・電力事業法改正による環境整備

①電気事業制度の運用改善で

対応する事項

電気事業法上の特定供給の許可要件を緩和し、コジェネを含む分散型

電源を導入しやすい環境を整備

・特定供給制度の運用改善

②電気事業法改正の中で対応する事項 「電力システムに関する改革方針」（本年４月２日閣議決定）を踏まえ、

現在電力システム改革を着実に推進しているところであるが、この中に

おいても、コジェネの導入促進に資する施策を展開

・自己託送制度の見直し

・広域的運営推進機関の設立

・電力小売の全面自由化

・自営線供給の制度化

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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６．コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続の実施

＜従来型（引込線を経由して連系接続）＞ ＜専用線による連系接続＞

コージェネ廃熱 コージェネ廃熱

コージェネで発電した電力は、施設内で消費する電力を差し引い
た残りを売電する形態となるため、売電量はゼロないし僅少にな
ることが多い。また、施設内の電力負荷の変動により売電する電
力は不整形な電力となる

施設内消費電力

逆潮電力
（施設内消費分を差し引いた量）

施設内消費電力

逆潮電力
（発電した全量）

専用線による連系接続により、コージェネで発電した電力を全て
逆潮することが可能となる。また、施設内電力負荷の変動の影響
がないため、整形された、より価値の高い電力を逆潮することが
できる

コージェネ コージェネ

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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○機器の高効率化・コストダウン、安定かつ低廉な原料調達に加え、社会便益の観点からコージェネレーションや燃料
電池の発電電力量を適切に評価する仕組みを整備することが重要（例：逆潮電力の流通性を向上）

→メリット①社会全体で発送電コストを抑制でき、電気料金の抑制に貢献
発送電コスト抑制の一例：発電効率改善、送電ロス回避、送電ネットワーク使用回避など

→メリット②コージェネレーションや燃料電池の安定的な稼動による導入者側の投資予見性の向上と、デマンドレス
ポンス・ネガワット効果の向上

７．燃料電池等の逆潮電力の活用

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望

原子力・水力
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燃料電池

ガスコージェネ

大工場

ビル
商業施設

病院
官公庁

中小工場

住宅

系統電力の流れ
コージェネ逆潮の流れ
燃料電池逆潮の流れ

近接地での地産地消

削
減

高効率発電による逆潮電力を近接地に供給
（発電効率向上、送電ロス回避、

送電ネットワーク使用回避）

高効率発電による逆潮電力を
他需要家に供給

（発電効率向上、送電ロス回避）

送電ネットワーク 逆潮増により石油火力などからの
電力供給を削減
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エネルギーを賢く消費する社会像
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８．都市ガス業界の主な規制・制度改革要望（まとめ）

①コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続の実施

②燃料電池等の逆潮電力の活用

（２）分散型エネルギーシステムの普及

①ガス卸供給用のパイプラインにおける都市計画法に基づく開発許可の不要化

（１）天然ガスシフトのためのガス供給パイプライン整備

成長戦略の実現に貢献

②河川横断するガス導管敷設工事の渇水期以外の施工許可 →平成25年度措置予定

③ガス工作物設置における農地転用許可の不要化 →平成25年度措置予定

Ⅳ．都市ガス業界の規制・制度改革要望
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参考資料
規制・制度改革要望の各項目詳細内容
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（１）ー①ガス卸供給用の導管における都市計画法に基づく開発許可の不要化

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

ガス卸供給の用に供するガス導
管について、都市計画法第29条
に基づく開発許可申請が免除さ
れる「公益上必要な建築物」とし
て、一般ガス事業用の設備と同
等の取り扱いをしていただきたい

＜関係法令＞

都市計画法

【現状】

一般ガス事業者へのガス卸供給用の導管（以下、卸導管）の所有者であるガ
ス導管事業者には供給義務が無く、事業の変更・廃止を届出のみで行える。

このため、ガス導管事業者には公益性が認められず、都市計画法第29条に基
づく開発許可申請が免除されていない。

【要望理由、効果】

ガス導管事業者は、事業への参入・撤退が容易であり、継続性や公益性は薄
いと言える。

しかし、ガス導管事業者に関わらず、卸導管自体は、それにより一般ガス事業
者が継続的にガス供給を受けていることから、その一般ガス事業者が一般ガス
事業を行う上で必要不可欠な設備である。

したがって卸導管は、他の一般ガス事業用の設備と同等に、公益上必要な建
築物として認め、都市計画法第29条に基づく開発許可申請を免除することを要
望する。
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（１）ー②河川横断するガス導管敷設工事の渇水期以外の施工許可

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

河川横断工事について、渇水期
以外の期間における施工を許可
していただきたい

＜関係法令＞

河川法第２６条

【現状・要望理由】

河川を横断するガス導管敷設工事を行う場合、河川によっては管理者から渇
水期（11～5月）での工事を指示されることがあるため、柔軟な対応を要望する。
特に、堤防の外側の立坑から河川の底を横断させ、対岸の立坑までガス管を敷
設する工法（シールド工法や推進工法）については、河川の流量による影響がな
いと考えられるため、渇水期以外における施工を認めていただきたい。

【効果】

工期が限定されないことにより早期のパイプライン敷設が可能となる。

平成25年度
措置予定

ガス管

立坑

■河川の底を横断させる工法のイメージ

シールド工法や推進工法では河川の底にパイプラインを
通過させるため、河川流量による影響がない

堤防 堤防
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（１）ー③ガス工作物設置における農地転用許可の不要化

埋設管管理施設の設置例推進工事の例（河川の場合）

埋設管管理施設

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

電力・通信事業と同様に、農地転用の
許可自体を不要としていただきたい

＜関係法令＞

農地法施行規則第18条、第32条、第
53条

【現状】

ガス工作物の設置には農地転用許可が必要であり手続きに時間を要する。

【要望理由、効果】

電力・通信事業と同様に、農地転用の許可自体を不要としていただきたい

農地転用許可が不要となれば、事前の農振除外完了も不要となるため、農振除外申請受付
までのリードタイムの短縮と農振除外申請から農地転用許可までの期間（10～11ヶ月）の短縮
が可能になる

平成25年度
措置予定



The Japan Gas Association

© 2013 The Japan Gas Association33

（２）ー①コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続の実施

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

コージェネレーション設備につい
て、保安上の支障がないこと等
一定の要件を満たした場合は、
コージェネレーション設備専用の
引込線を敷設することを可能とし
ていただきたい

＜関係法令＞

電気事業法施行規則

【現状】

コージェネレーション設備を設置する場合、「一需要場所、一需給契約、一引
込」の原則により、施設内の電力を賄うために用いられる引込線を経由して連系
接続を行っているが、施設内の熱需要の分布や受変電設備の状況によっては、
熱導管や電気設備の工事費用負担が増加し、導入のネックとなる場合がある。

また、昨今の需給逼迫への対応等のため、コージェネレーション設備で発電し
た電気を電気事業者に売電（逆潮）する際についても、この引込線を利用するこ
ととなり、既存の施設で自家消費した上で、残りを売電する配線形態となること
から、発電した電気の大部分を施設内で消費するため、売電量がゼロないし僅
少になることが多い。

【要望理由、効果】

コージェネレーション設備に係る専用線での連系接続を可能とすることで、コー
ジェネレーション設備の導入拡大を通じた節電・省エネルギーの促進、「分散型・
グリーン売電市場」の活性化等が期待される。

なお、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成24年４月３
日閣議決定）において、「再生可能エネルギー設備に係る専用線での連系接続
の実施」という類似の趣旨の決定がなされ、再生可能エネルギーについては施
行規則の改正により専用線での連結接続が可能となっている。
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（２）－②燃料電池等の逆潮電力の活用

要望事項 規制の現状、要望理由等

○ 要望事項

電力供給不足への貢献（ピー
クカット等）、発電効率（総合効
率）の高い燃料電池を始めとし
たコージェネレーションシステ
ムの稼働率向上のために、燃
料電池等の逆潮電力を活用

する仕組みを整備していただ
きたい

＜関係法令＞

電気事業法

【現状】

東日本大震災後に分散型・グリーン売電市場が創設される等、電力需給の緩和や安定供
給の向上に向け、コージェネレーションの発電電力を広く活用するための流通性の確保は
喫緊の課題である。しかしながら、発電電力の適正な評価に加え、燃料電池等の家庭用
コージェネレーションの発電電力は、電力系統への逆潮流防止装置の設置が実質的に不可
避となっており、設備能力に余裕がある場合でも、現状は電力系統への逆潮流ができず、
電力供給力不足・不安定性等に十分貢献できない構造・制度となっている。

【要望理由】

燃料電池等の逆潮電力を地産地消することで、社会全体の発送電コストを抑制することが
可能となる

分散型・グリーン売電市場の約定実績は8件に留まっている（平成25年6月末現在）他、家
庭用コージェネは取引所等への参加が困難である。

この問題の解決に向けて、低圧託送料金制度の整備や、分散型・グリーン売電市場の改
革（買取価格の気配値や約定しなかった要因等の情報公開や事後評価の徹底など）を推進
し、コージェネレーションによる電力の市場流通が促進されることで、供給力全体でのメリッ
トオーダーに従った電源稼動が促進（最も効率的な電力供給）される。

【効果】

燃料電池を始めとしたコージェネレーションの逆潮電力を最大限社会で活用することが可
能となれば、社会全体で発送電コストを抑制でき、電気料金の抑制に貢献できる（発送電コ
スト抑制の一例：発電効率改善、送電ロス回避、送電ネットワーク使用回避など）。

また、コージェネレーションの安定的な稼動による導入者側の投資予見性の向上し、大規
模発電所より建設リードタイムが短いコージェネレーションの新たな導入が促進され、結果と
して一層の電力のコストミニマムが可能となる

34
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■低圧託送制度の整備
小売全面自由化後は、これまでの高圧以上の自由化需要に加え、家庭など低圧需要についても託送制度を整備することが必
要となる。現在の一般電気事業者の規制部門の料金体系では、二部料金制、最低料金制という二つの異なる方式が用いられ
ているが（参考図４参照）、託送コストの大半を占める固定費の回収が容易であること等を踏まえると、低圧託送料金制度として
は、原則として二部料金制を採用することが適当である。ただし、スマートメーターが導入されるまでの間は契約電力の設定が
困難であるため、最低料金制も認めることとする。
なお、託送制度の見直しに当たっては、送配電網の効率的な利用、送配電投資の効率化、電源立地の適正化、分散型電源
の活用等を促すため、託送料金制度に、潮流や需要地近接性をどのように組み込むのかも論点となる。このような論点につい
ても、今後、国や広域系統運用機関において検討を行う必要がある。

■卸電力市場における卸電力取引所への需要家の直接参加
卸電力取引所への需要家の直接参加は、取引所取引の厚み増大、小売市場における競争促進、需要家にとっての選択肢拡大
に資するものである。しかしながら、現状では、電気事業法上、接続供給契約の主体が特定電気事業者、特定規模電気事業者、
及び一般電気事業者に限定されていることを受け、これら以外の需要家が自家消費分を調達するために卸電力取引所で取引
を行うことは認められていない。
能力・信用力等について一定の条件を満たす需要家や特定供給を行う事業者が、卸電力取引所からの直接の電力調達やネガ
ワットの売買を行えるよう、以下のような点を検討し、必要な制度を整備していくこととする。
・ 需要家が卸電力取引所から調達した電気の託送に関する整理
・ 需要家が卸電力取引所から調達する供給形態の類型に関する整理（小売と考えるか卸と考えるか等）
・ 日本卸電力取引所（JEPX）における内部ルール（取引会員規程等）の在り方
・ 需要家が節電した分の売買を行うネガワット取引を卸電力取引所で行うためのルール整備

■デマンドレスポンスやネガワットの活用
我が国全体の電力供給を効率的に行うためには、デマンドレスポンスやネガワットなど、需要側の取組をその特性を踏まえて市
場取引に取り入れることが有効である。スポット市場での取引のみならず、１時間前市場やリアルタイム市場における供給力・供
給予備力の確保や、容量市場での取引においても、こうした需要側の取組の導入を最大限進めていくことが適当である。具体的
な市場設計に当たっては、実際に負荷抑制がなされることを担保するための負荷遮断などの要件や、要件の履行を担保する方
法、デマンドレスポンスやネガワットを取引する際の託送契約の在り方、小売事業者の同時同量制度との関係整理等について、
検討を進めることが必要である。

＜参考＞電力システム改革専門委員会報告書における電力託送料金の記載
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